
 

 

 

 

 

総務委員会 議案説明資料 
 

 

 

令和８年２月２５日 
 

 

 

件  名                                  頁 

 

１ 第９号議 案   足立区組織条例の一部を改正する条例・・・・・・・・・ ２ 

 

２ 第１０号議案   足立区情報公開条例の一部を改正する条例・・・・・・・ ５ 

 

３ 第１１号議案   足立区職員定数条例の一部を改正する条例・・・・・・・１０ 

 

４ 第１２号議案   足立区附属機関の構成員の報酬および 

費用弁償に関する条例の一部を改正する条例・・・・・・１３ 

 

５ 第３８号議案   足立区こども計画審議会条例を廃止する条例・・・・・・１５ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 政策経営部 ） 



第 ９ 号 議 案 説 明 資 料 

令和８年２月２５日 

件   名 足立区組織条例の一部を改正する条例 

所管部課名 政策経営部 政策経営課 

内   容 

事業の終了に伴い、部の分掌事務等を改める必要が生じたため、足立区組

織条例を以下のとおり改正する。 

 

１ 改正内容 

  第２条のうち、区民部の分掌事務を次のとおり改正する。 

内容 理由 

８の項「所得税及び住民税の定額減

税に係る給付金に関すること。」を削

除する。 

定額減税に係る給付金事業が

終了するため。 

 

２ 施行年月日 

令和８年４月１日 

 

３ 新旧対照表 

別紙のとおり 

 

４ 今後の方針 

行政が担うべき役割を見極め、適正かつ効果的・効率的な業務執行体制

の構築を図っていく。 
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足立区組織条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

 

改正前 改正後 

○足立区組織条例 ○足立区組織条例 

昭和52年３月31日条例第５号 昭和52年３月31日条例第５号

（部の設置） （部の設置） 

第１条 （省略） 第１条 （現行のとおり） 

（分掌事務） （分掌事務） 

第２条 部の分掌事務は、次のとおりとする。 第２条 部の分掌事務は、次のとおりとする。 

政策経営部 政策経営部 

１～10 （省略） １～10 （現行のとおり） 

総務部 総務部 

１～８ （省略） １～８ （現行のとおり） 

危機管理部 危機管理部 

１ （省略） １ （現行のとおり） 

資産活用部 資産活用部 

１～３ （省略） １～３ （現行のとおり） 

施設営繕部 施設営繕部 

１～２ （省略） １～２ （現行のとおり） 

区民部 区民部 

１～７ （省略） １～７ （現行のとおり） 

８ 所得税及び住民税の定額減税に係る給付金に関すること。 （削る） 

地域のちから推進部 地域のちから推進部 

１～８ （省略） １～８ （現行のとおり） 

産業経済部 産業経済部 

１～７ （省略） １～７ （現行のとおり） 

福祉部 福祉部 

１～６ （省略） １～６ （現行のとおり） 

衛生部 衛生部 

別紙 
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改正前 改正後 

１～２ （省略） １～２ （現行のとおり） 

環境部 環境部 

１～３ （省略） １～３ （現行のとおり） 

都市建設部 都市建設部 

１～７ （省略） １～７ （現行のとおり） 

 付 則（令和８年 月 日条例第 号） 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 
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第 １ ０ 号 議 案 説 明 資 料 

令和８年２月２５日 

件  名 足立区情報公開条例の一部を改正する条例 

所管部課名 政策経営部 区政情報課 

内  容 

１ 概要 

インターネット等で公表又は提供されている区政情報に係る開示請

求の取扱いを明確にするとともに、所要の規定整備を行うため、条例

の一部を改正する。 

 

２ 改正内容 

（１）インターネット等で公表又は提供されている区政情報について、

開示請求の対象とならない旨を明記する（第２０条）。 

（２）開示請求者が必要とする区政情報を自ら見つけることができるよ

う、検索手段として公文書提供システム（インターネットで、区が

作成し保管している公文書の件名及び概要等を検索できるシステム）

がある。当該システムのような区政情報の検索を行うための手段に

ついても、一般の利用に供する旨の規定を加える（第１６条）。 

（３）「開示請求書を受理したとき」の文言を「開示請求があったとき」

に改める（第１１条）。 

（４）開示等の決定に対する審査請求手続について、情報公開・個人情

報保護等審査会への諮問を必要としない場合や、諮問をした旨の通

知の送付先などに関する規定を整備する（第１２条、第１５条～第

１５条の３）。 

 

３ 新旧対照表 

別紙のとおり 

 

４ 施行年月日 

公布の日から施行する。 
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足立区情報公開条例の一部を改正する条例新旧対照表 

 

改正前 改正後 

○足立区情報公開条例 ○足立区情報公開条例 

平成12年７月13日条例第91号 平成12年７月13日条例第91号

第１条～第１０条 （省略） 第１条～第１０条 （現行のまま） 

（区政情報の開示の決定及び通知） （区政情報の開示の決定及び通知） 

第11条 実施機関は、開示請求書を受理したときは、開示等（全部開示、一

部開示、全部不開示、不存在及び存否応答拒否を含む。）の決定は速やか

に行うものとし、開示請求があった日から14日以内に、開示の請求に係る

区政情報の開示等を決定しなければならない。ただし、第７条第２項の規

定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期

間に算入しない。 

第11条 実施機関は、開示請求があったときは、開示等（全部開示、一部開

示、全部不開示、不存在及び存否応答拒否を含む。）の決定は速やかに行

うものとし、開示請求があった日から14日以内に、開示の請求に係る区政

情報の開示等を決定しなければならない。ただし、第７条第２項の規定に

より補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に

算入しない。 

２～８ （省略） ２～８ （現行のまま） 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） （第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第12条 開示請求に係る区政情報に区以外のもの（以下「第三者」という。）

に関する情報が記録されているときは、実施機関は、開示決定等をするに

当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る区政情報の表示

その他規則等で定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えるこ

とができる。 

第12条 （現行のまま） 

２ 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者

が当該区政情報の開示に反対の意思を表示した意見書          

     を提出した場合において、開示決定                         

                          をするときは、

開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも２週間を置かなけれ

ばならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意

見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示

を実施する日を書面により通知しなければならない。 

２ 実施機関は、前項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者

が当該区政情報の開示に反対の意思を表示した意見書（以下「反対意見書」

という。）を提出した場合において、開示決定（開示請求に係る区政情報

の全部又は一部を開示する旨の決定をいう。以下同じ。）をするときは、

開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも２週間を置かなけれ

ばならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意

見書を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示

を実施する日を書面により通知しなければならない。 

第１３条及び第１４条 （省略） 第１３条及び第１４条 （現行のまま） 

別 紙 
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改正前 改正後 

（審査請求） （審査請求） 

第15条 この条例の規定により実施機関がした開示請求に係る開示等の決定

又は不作為について不服があるものは、行政不服審査法（平成26年法律第

68号）の規定に基づく審査請求をすることができる。 

第15条 この条例の規定により実施機関がした開示請求に係る開示等の決定

又は不作為について不服があるものは、行政不服審査法（平成26年法律第

68号）の規定に基づく審査請求をすることができる。 

２ 前項の規定による審査請求については、行政不服審査法第９条、第17条、

第24条、第２章第３節及び第４節並びに第50条第２項の規定は、適用しな

い。 

２ 前項の規定による審査請求については、行政不服審査法第９条第１項本

文の規定は、適用しない。 

３ 実施機関に対する開示の決定又は開示請求に係る不作為に係る審査請求

についての行政不服審査法第２章の規定の適用については、同法第11条第

２項中「第９条第１項の規定により指名された者（以下「審理員」という。）」

とあるのは「第４条の規定により審査請求がされた行政庁（以下「審査庁」

という。）」と、同法第13条第１項及び第２項中「審理員」とあるのは「審

査庁」と、同法第25条第７項中「あったとき、又は審理員から第40条に規

定する執行停止をすべき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あっ

たとき」と、同法第44条中「行政不服審査会等」とあるのは「足立区情報

公開・個人情報保護等審査会」と、「受けたとき（前条第１項の規定によ

る諮問を要しない場合（同項第２号又は第３号に該当する場合を除く。）

にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第２号又は第３号に該当

する場合にあっては同項第２号又は第３号に規定する議を経たとき）」と

あるのは「受けたとき」と、同法第50条第１項第４号中「審理員意見書又

は行政不服審査会等若しくは審議会等」とあるのは「足立区情報公開・個

人情報保護等審査会」とする。 

３ （削る） 

（審査会への諮問） （審査会への諮問） 

第15条の２ 実施機関は、前条第１項の規定に基づく審査請求があった場合

には、その審査請求が明らかに不適法であるときを除き、遅滞なく足立区

情報公開・個人情報保護等審査会（以下「審査会」という。）に諮問しな

ければならない。 

第15条の２ 実施機関は、前条第１項の規定に基づく審査請求があった場合

には、次の各号に掲げる場合を除き、遅滞なく足立区情報公開・個人情報

保護等審査会（以下「審査会」という。）に諮問しなければならない。 

 （１） 審査請求が不適法であり、却下する場合 

 （２） 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る区政情報
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改正前 改正後 

の全部を開示することとする場合(反対意見書が提出されている場合を

除く。) 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第29条第２項に規定する弁明

書の写しを添えてしなければならない。 

２ 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第29条第２項に規定する弁明

書の写しを添えてしなければならない。 

３ 第１項の規定により諮問した場合、実施機関は、審査請求人に対して審

査会に諮問した旨を通知しなければならない。 

３ 第１項の規定により諮問した場合、実施機関は、次に掲げるものに対し

て、審査会に諮問した旨を通知しなければならない。 

 （１） 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参

加人をいう。以下この項及び次条第2号において同じ。) 

 （２） 開示請求者(開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除

く。) 

 （３） 当該審査請求に係る区政情報の開示について反対意見書を提出し

た第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。) 

４ 実施機関は、諮問に対する審査会の答申を尊重して、当該審査請求につ

いての裁決を行わなければならない。 

４ 実施機関は、諮問に対する審査会の答申を尊重して、当該審査請求につ

いての裁決を行わなければならない。 

  (第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続) 

（追加） 第15条の３ 第12条第２項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決を

する場合について準用する。 

 （１） 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する

裁決 

 （２） 審査請求に係る開示決定等を変更し、当該開示決定等に係る区政

情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該区政情報の開示に

反対の意思を表示している場合に限る。) 

（区政情報検索資料の作成） （区政情報検索資料の作成等） 

第16条 実施機関は、区政情報の目録等区政情報の検索に必要な資料を作成

し、一般の利用に供するものとする。 

第16条 実施機関は、区政情報の目録等区政情報の検索に必要な資料を作成

し、又は検索を行うための手段を一般の利用に供するものとする。 

第１７条～第１９条 （省略） 第１７条～第１９条 （現行のまま） 

（他の法令等との調整等） （他の法令等との調整等） 

第20条 この条例は、次の各号のいずれかに該当する区政情報の開示につい第20条 この条例は、次の各号のいずれかに該当する区政情報の開示につい

8



 

改正前 改正後 

ては適用しない。 ては適用しない。 

(１) 法令等の規定により、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写

しの交付の手続が定められている区政情報 

(１) 法令等の規定により、閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写

しの交付の手続が定められている区政情報 

(２) 図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とす

る図書館等の施設において、閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とし

て収集し、管理している区政情報 

(２) 図書、資料、刊行物等を閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とす

る図書館等の施設において、閲覧に供し、又は貸し出すことを目的とし

て収集し、管理している区政情報 

（追加） (３) インターネットの利用その他実施機関の定める方法により公表又は

提供を行っている区政情報 

第２１条及び第２２条 （省略） 第２１条及び第２２条 （現行のまま） 

（追加） 付 則 

  （施行期日） 

 １ この条例は、公布の日から施行する。 

  （経過措置） 

 ２ この条例の施行前になされた開示請求に対する実施機関の開示義務、開

示に係る手続、実施機関がした開示等の決定又は不作為についての審査請

求その他の事項については、なお従前の例による。 
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第 １ １ 号 議 案 説 明 資 料 
令和８年２月２５日 

件   名 足立区職員定数条例の一部を改正する条例 

所管部課名 政策経営部 政策経営課 

内   容 

職員定数の変更に伴い、足立区職員定数条例を以下のとおり改正する。 

 

１ 改正内容 

（１）第２条（職員の定数）のうち、次の事務部局の定数を改正する。 

 旧 新 増減 

ア 区長の事務部局の職員 2,547 人 2,568人 *1 ＋21 

イ 教育委員会の事務部局の職員 869 人 880人 *2 ＋11 

ウ 選挙管理委員会の事務部局の職員 13 人 10人 △3 

                       （増減の計：＋29） 

※ 議会（16人）、監査委員（8人）、農業委員会（2人）の事務部局

の定数については変更なし（計26人）。 

（２）上記（１）の改正を受け、職員の定数の合計を改正する。 
 旧 新 増減 

職員の定数の合計（条例定数）（Ａ） 3,455 人 3,484人 ＋29 

《参考》総定数（公社等含む） 
 旧 新 増減 

公社等派遣定数      （Ｂ） 40人 38人 △2 

足立区総定数   （Ａ）＋（Ｂ） 3,495人 3,522人 ＋27 

 

２ 主な定数配分の増事由 

（１）水害時広域避難先確保及び水害時の体制整備・運用マニュアル作成等

の対応 

（２）入学準備金及び社会人を対象とした奨学金返済支援助成、学校給食費

の公会計化に係る対応 

（３）長期休職の欠員や当初想定されなかった行政需要等に対応するための

保留定数の拡充（事務10名） 

 

 

 

 

 

 

【令和８年度の保留定数】 

ア 事務については、令和７年度に導入した 10 名に加え、令和８年度はさらに

10 名を追加し、計 20 名とする。 

※ 定数としては、便宜上、区長の事務部局（上記表中*1）に計上している

が、実際の配置は区長の事務部局に限るものではない。 

イ 保育士については、50 名で変更なし。 

※ 教育委員会の事務部局（上記表中*2）に計上。 
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３ 施行年月日 

令和８年４月１日 

 

４ 新旧対照表 

別紙のとおり 

 

５ 今後の方針 

（１）引き続き、区が直面する行政課題や、変化する社会経済情勢を的確に

捉えた行政サービスを提供していくため、適正な職員定数管理を行う。 

（２）保留定数については、特別区職員採用試験受験者数の動向や保留定数

の配置効果等も踏まえながら、毎年度、必要数を検討していく。 

 

《参考》平成16年度～令和８年度 条例定数と総定数の推移 
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足立区職員定数条例の一部を改正する条例 新旧対照表（案） 

 

改正前 改正後 

○足立区職員定数条例 ○足立区職員定数条例 

昭和50年３月31日条例第12号 昭和50年３月31日条例第12号

（定義） （定義） 

第１条 （省略） 第１条 （現行のとおり） 

（職員の定数） （職員の定数） 

第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 第２条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 区長の事務部局の職員 2,547人 (１) 区長の事務部局の職員 2,568人 

(２) 議会の事務部局の職員 16人 (２) 議会の事務部局の職員 16人 

(３) 教育委員会の事務部局の職員 869人 (３) 教育委員会の事務部局の職員 880人 

(４) 選挙管理委員会の事務部局の職員 13人 (４) 選挙管理委員会の事務部局の職員 10人 

(５) 監査委員の事務部局の職員 ８人 (５) 監査委員の事務部局の職員 ８人 

(６) 農業委員会の事務部局の職員 ２人 (６) 農業委員会の事務部局の職員 ２人 

合計 3,455人 合計 3,484人 

２ （省略） ２ （現行のとおり） 

３ （省略） ３ （現行のとおり） 

（職員の定数管理） （職員の定数管理） 

第３条 （省略） 第３条 （現行のとおり） 

 付 則（令和８年 月 日条例第 号） 

 この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

 

別紙 
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第 １ ２ 号 議 案 説 明 資 料 

令和８年２月２５日 

件  名 
足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正す

る条例 

所管部課名 政策経営部財政課 

内  容 

１ 概要 

附属機関※委員の報酬上限額の引き上げ及び「足立区職員の旅費に関する条

例」の一部改正に伴う費用弁償に関する文言整理を行う必要があるため改正

する。 

※ 附属機関とは、地方自治法第１３８条の４第３項の規定に基づき、区が

設置する機関で、区長等の執行機関の要請により、必要な審査、審議、調

査等を行う。 

 

２ 主な改正内容 

（１）委員の報酬上限額の引き上げ（第２条） 

ア 理由 

（ア）新たに設置した「足立区教育委員会いじめ重大事態等調査委員会」の

委員報酬について、区が委員の推薦を依頼する東京三弁護士会（東京弁

護士会、第一東京弁護士会、第二東京弁護士会）においては、３万３千

円の共通の報酬額が設定されており、現行の報酬上限額３万円では委員

を推薦してもらうことが困難である。 

（イ）当該委員会の委員は、より厳格な第三者性を担保する必要があるため

東京三弁護士会からの推薦が必須であり、報酬上限額を引き上げる必要

がある。 

  イ 内容 

 改正前 改正後 

報酬上限額 ３万円 ３万５千円 

※ 委員長の場合は２千円加算となるため上限額は３万５千円（報酬３

万３千円＋委員長加算２千円）とする。 

 

（２）「足立区職員の旅費に関する条例」の一部改正に伴う文言整理（第４条） 

  ア 理由 

令和７年第４回定例会において改正した「足立区職員の旅費に関する

条例」（令和８年４月１日施行）に合わせ、文言の整理を行う。 

 イ 内容 

 改正前 改正後 

費用弁償 

車賃 その他交通費 

宿泊料 宿泊費、包括宿泊費 

食卓料 宿泊手当 

３ 新旧対照表 

別紙のとおり 

４ 施行年月日 

令和８年４月１日 
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足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例新旧対照表（案） 

 

改正前 改正後 

○足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例 ○足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例 

昭和39年３月31日条例第17号 昭和39年３月31日条例第17号 

（通則） （通則） 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に

より設置した執行機関の附属機関の構成員（以下「委員」という。）に

対する報酬および費用弁償の額ならびにその支給方法は、別に定めがあ

るものを除くほか、この条例の定めるところによる。 

第１条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第138条の４第３項の規定に

より設置した執行機関の附属機関の構成員（以下「委員」という。）に

対する報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法は、別に定めがあるも

のを除くほか、この条例の定めるところによる。 

（報酬の額） （報酬の額） 

 第２条 委員の報酬は、別表による。ただし、任命権者が特に必要と認め

た場合は、３万円を超えない範囲内においてあらかじめ区長と協議して

定めた額とする。 

 第２条 委員の報酬は、別表による。ただし、任命権者が特に必要と認め

た場合は、３万５，０００円を超えない範囲内においてあらかじめ区長

と協議して定めた額とする。 

 ２ （省略）  ２ （現行のとおり） 

（報酬の支給方法） （報酬の支給方法） 

第３条 報酬は、委員として勤務した当日または勤務が終了した後、すみ

やかに勤務日数により計算した総額を支給する。 

 第３条 報酬は、委員として勤務した当日又は勤務が終了した後、すみや

かに勤務日数により計算した総額を支給する。 

（費用弁償） （費用弁償） 

第４条 委員が出張するときは、順路によりその費用を弁償する。 第４条 委員が出張するときは、順路によりその費用を弁償する。 

２ 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料および

食卓料の７種とし、その額は、副区長相当額とする。 

２ 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括

宿泊費、宿泊手当及び旅行雑費の８種とし、その額は、副区長相当額と

する。 

３ 委員が会議に出席するときの費用弁償は、鉄道賃、船賃、車賃および

宿泊料の４種とし、特別区の存する区域    に居住地および勤務地

を有する者以外の者に支給する。 

３ 委員が会議に出席するときの費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、そ

の他の交通費、宿泊費及び包括宿泊費の６種とし、特別区の存する区域

以外の区域に居住地及び勤務地を有する者    に支給する。 

４ （省略） ４ （現行のとおり） 

     付 則（令和〇年〇月〇日条例第〇号） 

この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

別表 （省略） 別表 （現行のとおり） 

 

別紙 
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第 ３ ８ 号 議 案 説 明 資 料 

令和８年２月２５日 

件  名 足立区こども計画審議会条例を廃止する条例 

所管部課名 あだち未来創造室 子どもの貧困対策・若年者支援課 

内  容 

 

１ 廃止理由 

こども基本法の規定に基づく市町村こども計画として、足立区こども

計画を策定するため、令和６年８月２７日に足立区長から足立区こども

計画審議会へ諮問を行い、令和７年９月４日に答申書が提出された。足

立区こども計画審議会条例第１条に規定する審議会の設置目的が達成さ

れたため、同条例を廃止する。 

 

２ 施行年月日 

令和８年４月１日 

 

３ 今後の方針 

足立区こども計画審議会条例を廃止することに伴い、令和８年４月１

日付で足立区こども計画審議会条例施行規則を廃止する。 
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足立区こども計画審議会条例を廃止する条例（案） 

 

足立区こども計画審議会条例（令和６年足立区条例第２４号）は、廃止する。 

   付 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

（足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部改正） 

２ 足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例（昭和３９年

足立区条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

  別表区長の部足立区こども計画審議会の項を削る。 

別紙１ 
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足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例の一部を改正する条例（附則第２項による改正）新旧対照表（案） 

 

改正前 改正後 

○足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例 ○足立区附属機関の構成員の報酬および費用弁償に関する条例 

昭和39年３月31日条例第17号 昭和39年３月31日条例第17号

 付 則 

 （施行期日） 

 １ この条例は、令和８年４月１日から施行する。 

別表 別表 

 附属機関の

属する執行

機関 

附属機関の名称 構成員の報酬 

  附属機関の

属する執行

機関 

附属機関の名称 構成員の報酬 

 

 区長 （略） （略）   区長 （略） （略）  

 足立区こども計画審議会 日額 8,000円   （削る） （削る）  

 （略） （略）   （略） （略）  

備考 備考 

１ 各附属機関の長（足立区社会教育委員の会議の議長を含む。）の報

酬は、2,000円を加算した額とする。 

１ 各附属機関の長（足立区社会教育委員の会議の議長を含む。）の報

酬は、2,000円を加算した額とする。 

２ 附属機関に部会等を設置した場合における部会等の長の報酬は、当

該部会等の開催ごとに1,000円を加算した額とする。 

２ 附属機関に部会等を設置した場合における部会等の長の報酬は、当

該部会等の開催ごとに1,000円を加算した額とする。 

 
 

別紙２ 

17


